
別紙
令和７年度さぬき市学校給食共同調理場運営委員会第１回会議　要旨
１　日　時　令和８年１月２９日（木）　　１４：００～１４：５２
２　場　所　さぬき市大川学校給食共同調理場　会議・研修室
３　出席者［委　員］吉田雅美　　山下美穂　　蓮井良之　　六車　剛
　　　　　　　　　　長田在代　　永坂邦彦　　村上誠一　　横尾昌彦
　　　　　　　　　　井川雄喜　　杉山智志　　岡内秀樹　　中川勝幸
　　　　　［事務局］和田教育長　　佐藤教育部長　　樫村学校教育課長
　　　　　　　　　　國方所長　　廣瀬所長　　中村副主幹
樋口栄養教諭　　鎌倉栄養教諭
　　欠席者［委　員］阿部知城　　小松弘明　　溝渕茂樹　　三好達也
　　　　　［事務局］神野栄養教諭

　傍聴者　　　　　なし
４　議　題　（１）委員長の選任について
（２）学校給食実施状況について

（３）学校給食における食物アレルギー対応について
（４）その他

５　会議の内容は次のとおりである。
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	　ただ今から、令和７年度さぬき市学校給食共同調理場運営委員会第１回会議を開催します。
それでは、開催に当たりまして、さぬき市教育委員会　和田教育長より御挨拶を申し上げます。

（挨拶）

　学校給食共同調理場運営委員会は、「さぬき市学校給食共同調理場設置条例」第５条の規定に基づき、給食共同調理場の運営について教育委員会の諮問に応じ調査し、及び審議し、又は必要に応じ意見具申するために設置されたものです。

　議事に入る前に申し上げます。
　本日の会議は、公開の対象となります。また、議事録につきましても、さぬき市のホームページに掲載して公表することとなりますのでお知らせします。

　なお、本日は、傍聴者希望者はいませんので御報告いたします。
　これより次第に基づいて議事に入りますが、本日、委員数１６名のうち１２名に出席いただいておりますので、「さぬき市学校給食共同調理場設置条例施行規則第５条第２項」の規定により、運営委員会の会議が成立していることを御報告いたします。
　それでは、議事に入ります。
　設置条例施行規則第５条第１項の規定により、委員長が議長となるとされていますが、昨年度の前回会議開催後に、前任の委員長が辞任されましたので、後任の委員長が選出されるまでの間、事務局において議事を進行させていただきます。
　なお、副委員長については、前回会議より市立小学校　校長代表であります長田委員に就任いただいています。
　それでは、議題の（１）「委員長の選任について」でございます。

　委員長については、設置条例施行規則第４条第１項の規定により、委員の互選により定めることとされています。いかがいたしましょうか。

　（意見なし）

　御意見がないようでしたら、事務局の案を申し上げてもよろしいでしょうか。

　（事務局に一任）

　それでは、事務局の案を申し上げます。
　委員長は、市立中学校校長代表であります志度中学校校長の横尾委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

　（異議なし）

　それでは、委員長は横尾委員にお願いいたします。委員長席へ御移動をお願いします。

　（委員長着座）

　委員長、御挨拶をお願いいたします。

　（挨拶）

　ありがとうございました。
　それでは、先程申し上げましたとおり、設置条例施行規則の規定により、委員長が議長となるとされておりますので、これより会議の進行を委員長にお願いします。

　それでは、次第に基づきまして、議事を続けたいと思います。
　議題の（２）学校給食実施状況について、事務局から説明願います。
　それでは、説明をいたしたいと思いますが、学校給食実施状況について説明をする前に、先程、教育長からも御挨拶にもありましたが、１月１９日月曜日に大川学校給食共同調理場から寒川小学校に提供した給食に異物が混入していた事案につきまして、手元に資料はございませんが、御報告をいたします。
　これは、１月１９日月曜日の給食時間に寒川小学校の職員室におきまして、外国語活動支援員が喫食をしようとしていたブロッコリーのドレッシングあえに長さ約３㎝のゼムクリップが入っていたもので、職員本人が食べる前に気が付き、異物を取り除いた後、そのまますべて喫食をいたしましたが、健康被害はありませんでした。
　また、児童につきましては、全員ほぼ食べ終わった時間帯でありましたため、そのまま給食を終えております。調理場では寒川小学校からの混入の連絡を受けた後、管内の他の学校へ連絡をし、確認をいたしましたが、各学校・園におきましては、混入はありませんでした。合わせて調理場内での作業工程について点検をいたしました。ブロッコリー等の野菜を受ける荷受室におきましては、伝票を取扱うスペースにおきまして、ゼムクリップを取り扱うことはございますが、調理室におきましては、クリップはいっさい取り扱ってはおりません。
　また、ブロッコリーにつきましては、細かく切り、三回水洗いしてゆでた後、冷却機で冷やし、その後、和え物用の釜で調味料等を混ぜ、各学校・園用の食缶に入れ、すぐに蓋をした状態でコンテナに入れて配送しており、その過程におきましても異物混入等の確認をしております。
　以上のことなどから、現在のところ混入経路の特定には至っておりません。
　今回の事案を受けまして、荷受室でのクリップの使用を直ちに中止して、クリアファイルで伝票を扱うことに改めるとともに、調理員等の職員に対しましては、引き続き異物混入対策を徹底するよう指示をするとともに、学校・園に対しましては、異物混入防止対策として、喫食場所の整理整頓を徹底するよう周知をいたしました。
　今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいりたいと考えております。
　以上で、寒川小学校における異物混入についての報告を終わります。
　それでは、学校給食の実施状況の説明に移りたいと思います。
　令和７年度さぬき市学校給食共同調理場運営委員会第１回会議資料（その１）について、説明させていただきます。
　１ページを御覧ください。１学校給食の状況（１）組織図ですが、給食共同調理場は、大川と志度の２つの共同調理場があります。それぞれの調理場には、給食の充実を図るため、主に学校給食主任等で構成される献立委員会があります。
　その他、運営について、教育委員会の諮問に応じ調査し、及び審議し、又は必要に応じ意見具申するための１６名の委員で構成されるこの運営委員会があります。
　また、給食用物資の購入に当たり、安価で良質な物資を選定するため、９名で構成される物資選定委員会があります。

　２ページを御覧ください。令和６年度　学校給食実施状況について、大川調理場では４園・７校　約１,９９０食を志度調理場では１園・３校　約１，１３０食を作っています。毎年、約１５０食程度減ってきております。実施期間は４月９日から幼稚園は３月１９日まで、小・中学校は３月２１日までとなっております。

　なお、１食当たり給食費については、令和７年４月に小学校及び中学校の給食費の改定を行っており、小学校３００円、中学校３５０円となっております。保護者負担額は改定前のまま据え置き、小学校１２０円、中学校１３５円となっております。これは、物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、小学校及び中学校の学校給食費の一部を市が負担するものです。
続いて、３ページの令和６年度の学校給食摂取基準について説明いたします。

　大川と志度の両調理場は、基本統一献立で実施しており、１年間を通した学校給食摂取基準についてもほぼ同じ実施状況になっております。

また、さぬき市では、市内の園児児童生徒の身体データをもとに、エネルギー、たん白質、脂質について、さぬき市の独自の実態に合わせた基準を作成、カルシウムなどそれ以外の栄養素については文科省より出ている学校給食摂取基準の基準値を使用しております。

表の上段には、４月から９月までの上半期と、１０月から３月までの下半期の基準値を示しております。下段には令和６年度に実施した栄養摂取量の年間の平均値を示しておりますので、ご覧ください。
エネルギーと脂質について、摂取基準より低くなっていますが、エネルギーにつきましては、下の米印に書いておりますように、栄養計算の大元になる日本食品標準成分表2020年度版でエネルギーの改定がありました。そこでエネルギー値が下がったということはありましたが、文科省の基準が下がっておりませんので、少しエネルギーが少なくなっておりますが、それ以外については基準値に達していることを御報告いたします。
続いて、４ページの令和７年度さぬき市学校給食摂取基準です。

こちらは、令和７年１月にさぬき市内の小・中学校１０校及び幼稚園５園の５歳児から提出いただいたデータをもとに、上段の上半期、下段の下半期で各学年の基準を示しております。

今後も、必要な栄養が摂取できるように、子どもの実態に応じた学年別の管理を実施していきたいと思っておりますので、各学校・園については、ご協力よろしくお願いいたします。

続いて、５ページの令和６年度栄養教諭等の食に関する指導実施状況について説明いたします。

毎年、教育委員会より市内の小・中学校、幼稚園１５校園へ希望調査をとり、栄養教諭３名により食に関する指導を行っております。上段の表が実施状況になります。

また、令和３年に計画された、第４次かがわ食育アクションプランの指標にある、栄養教諭等における食に関する指導の実施については、小・中学校とも１００％と目標値に毎年達しており、今後も継続して行っていきたいと思います。

次に令和６年度の地産地消取組状況についてです。

①の共同調理場が関わっている交流給食等については、長尾小学校にてレタスの定植、包装体験を実施しました。
続きまして、②の学校給食における地産地消の使用割合については、令和６年度はさぬき市全体で５０．６％となっており、前年度４８．７％より上昇しております。　

一昨年度より、青果の取り扱い業者である東部青果と、使用可能な地元の農産物の提案並びに情報交換を毎月行い、献立に反映しています。
現在、物価上昇や天候に左右され、なかなか厳しい状況にはありますが、市からの給食費の補助をいただき、作成しております。

別紙に水色の4月献立表を添付しておりますので、合わせて御覧ください。太字になっているところが地産地消になっているところです。ほぼ毎日、使用している状況ですので、これからも続けていきたいと思っています。
次に、６ページの令和７年度の学校給食における食物アレルギーの状況についてです。

教育委員会で調査を行ったものが一覧となっております。さぬき市内でも約６．３％の園児、児童、生徒が何らかの食物アレルギーを有しております。現在は飲用牛乳の中止及び詳細献立表の配布による対応を行っております。詳細献立表の例を、別紙に添付しておりますので、また御覧ください。

ただ、食物アレルギーを持ちながら、医師作成の学校生活管理表を提出していただいているのが、５６．８％と半分強にとどまっておりますので、引き続き提出を求めていきたいと思います。

令和９年度に稼働が決まっております新しい調理場では、食物アレルギー対応食を実施する予定です。アレルギー対応食等の対応方針につきましては、この後説明がありますので、よろしくお願いいたします。
続いて７ページ、２事業費として令和６年度の決算額です。（１）学校給食事業として計４億２８３４万４千円。内訳は、賄材料費１億８９８８万６千円、会計年度任用職員報酬等のパートタイム４８人とスポットを合わせて１億６５６６万８千円、施設管理として、燃料費及び光熱水費、配送及び設備点検業務等委託料、その他管理運営費を合わせて、７２７９万円です。（２）（４）職員給与費を合わせて給料４人と職員手当等、共済費を合わせて、３１７３万円です。（３）学校給食共同調理場施設整備事業として、１９０６万４千円です。（１）（２）（３）（４）合計で４億７９１３万８千円となっております。

８ページ、３学校給食費（１）年度別学校給食費入金状況です。

さぬき市では、１６年度より公金化で対応しており、令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化により、幼稚園で喫食する園児の内、低所得者世帯等（年収約３６０万円未満相当世帯及び全所得階層の第３子以降）の副食費に対する助成を行っています。

また、令和５年９月より物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、小学校及び中学校の給食費の半額相当を市が負担しています。令和６年１月からは、市立小学校及び中学校において、要件を満たす第３子以降の児童、生徒の学校給食費を無償化しています。

令和６年度の現年度分、過年度分あわせて収納率は、９９．３％となっております。

９ページ、（２）学校給食費滞納者についての対応をまとめています。

未納者に対しては、第１段階から５段階で対応するようにしており、平成２４年７月からは、さぬき市債権管理室職員の協力で、裁判所から支払督促の申立てをする。

また、給与の差押をする等法的手続きにより回収を行っています。

それらの取組を１０ページにまとめています。

１１ページには平成２４年度からの債権管理室職員と協力し、債権回収した実績表になります。

１２ページには児童手当からの給食費未納額の納付額を表しています。

これからも引続き、未納額を増加させないように、努力してまいります。

以上、説明を終わります。
　ありがとうございました。
　ただ今の説明につきまして、御質問があればお願いします。
　（意見なし）
　それでは、続きまして、議題の（３）学校給食における食物アレルギー対応について、事務局から説明願います。

　それでは、（３）学校給食における食物アレルギー対応について、説明いたします。
　資料につきましては、別冊の資料その２をよろしくお願いします。
　本市におきましては、先程説明にもありましたとおり、学校給食において食物アレルギー対応食の提供は行っていませんが、現在、整備中の新しい学校給食共同調理場では、食物アレルギー対応食の提供を予定しており、現在、食物アレルギーの対応の方針について検討を行っておりますので、検討の状況について説明をしたいと思いますが、最初にⅠ令和９年開設予定の新しい学校給食共同調理場の施設整備について、説明をいたします。
　新しい調理場につきましては、現在の大川・志度両学校給食共同調理場の施設・設備の老朽化の進行等を理由といたしまして、旧富田小学校敷地に令和９年４月を開設予定として整備をするものですが、事業方式にあるとおり、施設の整備・運営に関しましては、いわゆるＰＦＩ方式を導入いたします。このことによりまして、現在、市が直営で行っております調理業務におきましては、施設開設の令和９年４月以降、民間委託をすることになります。
ただし、献立作成や食材調達に関しましては、民間業者の委託の対象とせず、市が直接的に実施する事業として、献立に作成につきましては、引き続き調理場配置の栄養教諭が行うとともに、民間事業者への調理及び衛生管理等の指揮についても栄養教諭が行うことにより、引き続き栄養バランスや量を保った安全・安心な学校給食を提供いたします。
また、６のとおり施設の整備及び運営を行う事業者につきましては、３つの企業グループが参加をした総合評価一般競争入札の結果、株式会社さぬきスクールランチパートナーズに決定をしております。
このさぬきスクールランチパートナーズは、新施設の整備及び運営を行うために、今回新たに設立をされた特別目的会社であり、企業構成については、次の３ページの表に記載をしております。
調理・配送等の運営業務につきましては、代表企業であります株式会社ジーエスエフが実施をいたします。当社は全国で約７０カ所の学校給食共同調理場において、調理業務を受託する他、県内では坂出市及び観音寺市の学校給食センターの調理業務を受託する等、学校給食調理業務に関する実績・経験・経営能力・管理能力を有していると考えております。
次に、８設計概要についてです。３ページをお願いいたします。
この鳥観図は、旧富田小学校敷地の南西側から北東方向を見たものです。

旧小学校敷地の概ね北半分を利用し、調理場の本体建物及び附帯施設を配置いたします。

９　今後のスケジュールについてです。
スケジュールのとおり昨年１月に建設工事に着工しています。今後、来年１月までを期間として建設工事を行い、竣工後、開設準備期間を経て、来年４月に開設するスケジュールとしています。

なお、施設の運営・維持管理の事業者との契約期間は、来年４月以降１５年間の長期契約としています。

４ページをお願いいたします。
１０の施設運営の基本方針についてです。

施設開設後は、これらの基本方針に基づき施設の運営を行います。

ア　安全・安心でおいしい給食の提供のうち発達段階に応じた多様な献立に対応できる調理機能の充実といたしまして、１献立の提供を基本としますが、調理法の変更、料理の追加等により、発達段階に応じた対応を図ります。

具体的には、段階に応じた必要なエネルギー確保のため、例えば、同じサワラを使った献立でも、小学校にはサワラの塩焼きとして、中学校には、サワラの竜田揚げとして提供する。中学校に対してのみ、蒸しパンを提供するなどの対応を行います。

合わせて、調理機能の充実により、これまでに提供できなかった献立、例えば、手作りハンバーグ、かき揚げを提供するなどの対応を行います。

次に、イ　長期的に安定した学校給食の提供といたしまして、今後想定される園児・児童・生徒数の減少に柔軟に対応できるよう、食器を消毒する装置について、稼働上問題のない想定で台数を設置する他、食数減少時の調理機能の有効活用を図るため、より手の込んだ献立を提供可能とするなどの対応を行います。

次に、ウ　食育及び地産地消の推進といたしましては、これまでも、地元青果会社であります香川東部青果と連携し、地元野菜等を積極的に取り入れてきましたが、新たな施設におきましては、調理機能をより充実させることにより、これまで使用できていなかった地元野菜を取り入れた献立の提供を行います。

また、食育に関しまして、調理場内に、食育スペースとして、複数の作業状況を見ることが可能な見学窓を設置し、作業の流れを確認することできるようにするほか、実際に調理場で使用している回転釜を展示し、大きさや操作方法を体験できるよういたします。

合わせて、調理場と各学校・園をオンラインで接続し、当日の給食についての双方でのやりとりを行うなど食育の推進を行います。

次に、エ　アレルギー対応食の提供が出来る施設整備といたしまして、新しい調理場では、アレルギー対応専用調理室を設置し、アレルギー対応食の提供を行います。

対象となるアレルゲンについては、特定原材料８品目のうち、「卵・乳・小麦・えび」といたします。なお、「そば・落花生（ピーナッツ）・かに・くるみ」は使用いたしません。

なお、新たに、食物アレルギー対応食提供を行うことから、本年６月に、新たに、「さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会」を設置し、現在、「食物アレルギー対応マニュアル（案）」作成のための検討を重ねています。

次にオ　学校給食の持続可能で効率的な給食運営といたしまして、災害時の炊き出しを行うほか、防災備蓄倉庫を設置し、レトルト食品、水等の非常食を備蓄します。

５ページをお願いいたします。
続きまして、Ⅱ　学校給食における適切な食物アレルギー対応の推進について説明いたします。

１の本市の食物アレルギー対応の現状のとおり、本市においては、現在、食物アレルギー対応食の提供は行っておらず、詳細献立表を配布する等の食物アレルギー対応を行っていますが、２のとおり、新しい調理場では、食物アレルギー対応食提供を行うことから、適切な食物アレルギー対応を推進するため、令和７年６月に、新たに、「さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会」を設置しました。

このアレルギー対応委員会は、①委員の構成にあるとおり、１４名の委員で構成し、②役割については、令和７年度において、本市の地域の状況を考慮した基本的な学校給食における食物アレルギー対応の方針について検討し、その結果を「さぬき市学校給食食物アレルギー対応マニュアル（案）」として取りまとめることとしておりますが、本年度、すでに２回会議を開催し、検討を重ねています。

続きまして、Ⅲ　学校給食における食物アレルギー対応の進め方といたしまして、現在、「さぬき市学校給食食物アレルギー対応委員会」で検討中の「学校給食における食物アレルギー対応の対象と基準（案）」について説明いたします。
（１）対象となる児童等として、何らかの食物アレルギー疾患により、給食の一部を食べることができない児童等の中で、対応食を希望する者のうち、学校・園の食物アレルギー対応委員会において必要性が認められ、さぬき市が適当とした者を対象に、食物アレルギー対応食を実施します。

６ページをお願いいたします。
（２）対象となるアレルゲンについては、特定原材料８品目のうち、「卵・乳・小麦・えび」といたします。
なお、特定原材料８品目のうち、「そば・落花生（ピーナッツ）・かに・くるみ」は使用いたしません。

（４）食物アレルギー対応食の内容につきまして、除去食を基本としますが、主食・主菜等に対応アレルゲンが含まれ、除去食の提供が難しい場合は代替食を提供いたします。

また、（５）のとおり食物アレルギー対応食につきましては、個別の分量により、個別配食容器に配食し、一人分をまとめて配送します。
７ページをお願いいたします。
なお、除去食と代替食の違いについてですが、除去食は、一般給食に対応アレルゲンが使用されているが、調理過程で対応アレルゲンを除去することが可能な場合に提供する学校給食をいいます。

一方、代替食は、主食・主菜等に対応アレルゲンが含まれ、除去食の提供が難しい場合に提供する学校給食をいいます。
例えば、例１のとおり、プレーンオムレツが献立の場合は、卵の対応として、オムレツ自体を除去すると、給食の献立として成り立ちませんので、豆腐ステーキを代替食として提供します。

続いて２　受け入れ体制と役割案について説明いたします。

これにつきましても、現在、検討中の項目です。

（１）学校・園における食物アレルギー対応委員会の設置についてです。
学校給食による食物アレルギーについては、文部科学省監修の『学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン』に基づく対応をすることとされています。

このガイドラインでは、学校・園の役割として、校長・園長を責任者とし、関係者で組織する食物アレルギー対応委員会を校内・園内に設置するとされています。

なお、文部科学省作成の『学校給食における食物アレルギー対応指針』では、学校・園における食物アレルギー対応委員会について、①設置の趣旨については、校内の児童、生徒の食物アレルギーに関する情報を集約し、様々な対応を協議、決定するとともに、校内危機管理体制を構築し、各関係機関と連携や具体的な対応訓練や校内外の研修を企画、実施、参加を促すとされています。

また、委員構成については、学校長を委員長として、年度ごとに委員を決定し、委員は、学校給食に関連する職種を幅広く集めて構成するとされています。

委員会の取組内容については、②から⑤のとおりとされていますが、④対応の決定と周知のとおり、食物アレルギー対応の対象となる児童等について、個別の取組プラン案をもとに、個々に給食対応の詳細を決定するとともに、決定した取組プランを全教職員間で共有できるように周知するとされています。

この指針に基づき、次の（２）学校・園におけるアレルギー疾患の児童等に対する取組実践までの流れを構築することになります。
次のページをお願いいたします。
この流れの案については、アレルギー疾患を有し、配慮・管理が必要な児童等の把握から、校内園内のアレルギー対応委員会の開催による個々の児童等の対応の決定を経て、給食を開始するまでの流れについて、幼稚園入園、小学校入学・中学校入学を契機とする場合の案として作成しています。

流れといたしましては、①配慮・管理の必要な児童等の把握、②保護者への学校生活管理指導表等の配布　③保護者との面談の開催、④校内園内のアレルギー対応委員会の開催による個々の児童等の対応の決定、⑥保護者の対応承諾、⑦校内・園内における教職員の共通理解を経て給食提供を開始する流れの案としています。
それぞれの項目の実施時期についても現時点での案としています。

なお、個々の児童等の対応の決定に当たりましては、保護者の方との個別面談での関りや、保護者の方への十分な説明と理解が必要であると考えます。主治医の意見書も必要となります。

また、スケジュールについては、中途発症の場合のスケジュールの設定、学校・園の年間行事に応じたスケジュールの設定も必要となりますので、この流れを含め、食物アレルギー対応の方針については、今後、更なる検討をいたします。

以上で、さぬき市の学校給食における食物アレルギー対応についての説明を終わります。
　ありがとうございました。
　ただ今の説明につきまして、御質問があればお願いします。
　質問ですが、できる限り私どもでは点検や確認をさせてもらって、子どもたちに最高のサービスを行っていると思っております。
例えば、配膳の時に教員がミスをしたときの責任の所在は、校長と管理職ということになるのでしょうか。
　アレルギー対応食の提供については、安全が最優先になりますので、調理場においても最新の注意をはらって調理をして学校・園へ配送していきます。学校・園におきましても、対応食を受け取っていただいて子どもたちに確実に届けていただきます。
また、喫食中の様子も見ていただくということが必要かと思います。その対応の手順については、今後更なる検討をして各学校・園の方へお知らせしたうえで協力いただく体制を構築する必要があると思います。
緊急時の対応につきましても、マニュアルとして整備をして、万一、緊急事態が発生した時の対応についても十分理解したうえで、アレルギー対応食の提供を開始させていただきたいと思います。
事前に安全性に配慮したアレルギー対応食が提供できるように、協議、お知らせしたうえで開始をしていきたいと考えています。
少し補足をさせてください。
事故の検証をしていないので、何とも言えないのですが、単純に給食の個別包装をしますので、対象の子どもが食べるものしか入っておりません。渡すときに名前が間違っていたら調理場のミスですし、その給食を明らかに違った生徒に渡してしまったら先生がミスをしたということになります。
そういうミスが起こらないように周知を徹底して、システムを構築していきたいと思います。学校でも委員会を立ち上げていただきますので、そのことも周知していただくことになると思います。
　よろしいでしょうか。
　まだ検討中のところでありますので、今後、第３回、第４回も予定しております。対応については、新しい取り組みとなりますので、管理員さんを含めて研修等を考えておりますので、みなさんよろしくお願いします。
　その他いかがでしょうか。
　（意見なし）
　現在、検討中の内容となっております。この後、更にアレルギー対応委員会の方で、決めていくようになりますので、学校・園だけではなく、保護者方にも御協力いただくことがあるかと思いますので、委員の皆さんに御意見をいただいて、より一層の修正を行って進めていきたいと思います。
　それでは、議題の（５）その他について、事務局から何かございますか。
　特にございません。
　その他、委員の皆様から何か御意見があればいただきたいと思います。

　（意見なし）
　ないようでありますので、以上で本日の議事を終了いたします。
　これをもちまして、議長の役目を終わらせていただきます。進行は事務局の方へお返しいたします。
　御協力、ありがとうございました。
　それでは、以上をもちまして、さぬき市学校給食共同調理場運営委員会第１回会議を終了します。ありがとうございました。
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